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に
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例
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岡
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収

条

例
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部
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改

正
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に
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す
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務
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理

の

特

例

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

○　

岡

山

県

土

木

関

係

手

数

料

徴

収

条

例

の

一

部

を

改

正
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【
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公

布

し

た

条

例

の

解

説
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岡
山
県
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　

岡
山
県
条
例
第
四
十
一
号

　
　
　

岡
山
県
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

岡
山
県
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

附
則
第
四
項
第
二
号
中
「
第
七
項
」
を
「
附
則
第
八
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
十
項
中
「
東
日
本
大
震
災
」
の
下
に
「
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十

一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
附
則
第
七
項
と
し
、
附
則
に
次
の
見
出
し
及
び
三
項
を
加
え
る
。

　

（
東
日
本
大
震
災
以
外
の
特
定
大
規
模
災
害
等
に
対
処
す
る
た
め
の
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
）

８　

第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
附
則
第
四
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
災
害
応
急
作
業
等
従
事
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当

は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
が
あ
つ
た
場
合
で
、
次

に
掲
げ
る
作
業
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

　

一　

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
九
項
に
規
定
す
る
緊
急
事
態
応
急
対
策
実
施
区
域
に
所
在
す
る
同

法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
所
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
特

定
原
子
力
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
敷
地
内
に
お
い
て
行
う
作
業

　

二　

特
定
原
子
力
事
業
所
に
係
る
本
部
長
指
示
に
基
づ
き
設
定
さ
れ
た
区
域
等
を
考
慮
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
区
域
に
お
い
て
行
う
作
業
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

９　

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
一
日
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
作
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

と
す
る
。

　

一　

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
原
子
炉
建
屋
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
内
に
お
い

て
行
う
も
の　

四
万
円
以
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額

　

二　

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
作
業
の
う
ち
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の　

二
万
円
以
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
額

　

三　

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
作
業　

一
万
円
以
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
（
心
身
に
著
し
い
負
担
を
与
え

る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
）

10　

警
察
職
員
が
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
で
あ
つ
て
当
該
非
常
災
害
に
係
る
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三

十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
も

の
（
東
日
本
大
震
災
を
除
く
。
）
に
対
処
す
る
た
め
第
三
十
三
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
作
業
に
引
き
続
き
五
日

を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
以
上
従
事
し
た
と
き
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
る
額
に
そ
の
百
分
の
百
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
を
加

算
し
た
額
を
支
給
す
る
。
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附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太

岡
山
県
条
例
第
四
十
二
号

　
　
　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
岡
山
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
四
号
イ
⑵
中
「
日
ま
で
」
を
「
日
（
以
下
「
一
歳
六
か
月
到
達
日
」
と
い
う
。
）
（
第
二
条
の
四
に
規
定
す

る
場
合
に
該
当
し
て
当
該
子
が
二
歳
に
達
す
る
日
ま
で
の
間
に
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
歳
に
達
す
る

日
）
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ハ　

第
二
条
の
四
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員
（
そ
の
養
育
す
る
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
（
当

該
子
に
つ
い
て
当
該
非
常
勤
職
員
が
す
る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到

達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員

に
限
る
。
）

　

第
二
条
の
三
第
二
号
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
一
号
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
が
一
歳
六
か
月
に

達
す
る
日
」
を
「
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
の
四
を
第
二
条
の
五
と
し
、
第
二
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条
の
四　

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
一
歳
六
か
月
か
ら
二
歳
に
達
す
る

ま
で
の
子
を
養
育
す
る
た
め
、
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
の
翌
日
（
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到

達
日
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
条
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
て
そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と

す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
が
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
に
特
定

職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
日
）

を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
と
き
と
す
る
。

　

一　

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
す
る
育
児
休

業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ

れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到

達
日
（
当
該
配
偶
者
が
す
る
県
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
後
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
県
等
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合

　

二　

当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
継
続
的
な
勤
務
の
た
め
に
特
に

必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

　

第
三
条
第
五
号
中
「
別
居
し
た
こ
と
」
の
下
に
「
、
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
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項
に
規
定
す
る
保
育
所
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に

規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
次
条
及
び
第
十
一
条
第
六
号
に
お
い
て
「
保
育
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
保
育

の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
」
を
加
え
、
同
条
第
六
号
中
「
場

合
」
を
「
場
合
又
は
第
二
条
の
四
に
規
定
す
る
場
合
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
中
「
別
居
し
た
こ
と
」
の
下
に
「
、
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
保
育
所
等
に
お
け
る
保
育
の
利
用
を
希

望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
」
を
加
え
る
。

　

第
十
一
条
第
六
号
中
「
別
居
し
た
こ
と
」
の
下
に
「
、
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子
に
つ
い
て
保
育
所
等
に
お
け
る

保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

農
村
地
域
工
業
等
導
入
指
定
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太　
　
　

岡
山
県
条
例
第
四
十
三
号

　
　
　

農
村
地
域
工
業
等
導
入
指
定
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　

農
村
地
域
工
業
等
導
入
指
定
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
四
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
こ
の
条
例
に
よ
る
廃
止
前
の
農
村
地
域
工
業
等
導
入
指
定
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に

関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
に
係
る
事
業
税
に
つ
い
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
地
方

税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
及
び
岡
山
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
七
号
）

の
規
定
に
よ
り
更
正
を
す
る
場
合
に
お
け
る
課
税
免
除
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

岡
山
県
産
業
労
働
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太

岡
山
県
条
例
第
四
十
四
号

　
　
　

岡
山
県
産
業
労
働
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

岡
山
県
産
業
労
働
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
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第
二
条
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　

八　

旅
行
業
法
施
行
令
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
旅
行
業
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
旅
行
サ
ー

ビ
ス
手
配
業
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査　

一
万
五
千
二
十
円

　

第
四
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
十
一
号
」
を
「
第
二
条
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
特
例
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
通
訳
案
内
士
法
及
び
旅
行
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第

五
十
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
通
訳
案
内
士
法
及
び
旅
行
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
旅
行

業
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
法
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
旅
行
サ
ー
ビ
ス

手
配
業
の
登
録
に
関
す
る
準
備
と
し
て
行
う
当
該
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改

正
後
の
岡
山
県
産
業
労
働
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
八
号
に
定
め
る
額
の

手
数
料
を
徴
収
す
る
。

３　

新
条
例
第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４　

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
し
た
手
数
料
に
係
る
当
該
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
つ
い
て
は
、
新
条
例

第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
八
号
の
手
数
料
は
、
徴
収
し
な
い
。

　

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。　
　

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太

岡
山
県
条
例
第
四
十
五
号

　
　
　

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
各
市
町
村
」
の
下
に
「
（
岡
山
市
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
表
の
五
十
六
の
項
エ
中
「
第

百
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
土
地
改
良
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
施
行
の
日
又
は

こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
一
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。



平成２９年９月２９日　岡山県公報　号外
　

岡
山
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
山
県
知
事　
　

伊 

原 

木　
　

隆　
　

太

岡
山
県
条
例
第
四
十
六
号

　
　
　

岡
山
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

岡
山
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
六
十
六
号
中
「
第
二
十
五
条
の
四
第
十
六
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
四
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同

項
第
九
十
号
の
二
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

九
十
の
三　

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十

二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
事
業
の
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査　

次
に
掲
げ
る
住
戸
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

　
　

イ　

一
戸
の
も
の　

六
千
八
百
円

　
　

ロ　

二
戸
以
上
四
戸
以
下
の
も
の　

七
千
七
百
円

　
　

ハ　

五
戸
以
上
九
戸
以
下
の
も
の　

九
千
四
百
円

　
　

ニ　

十
戸
以
上
十
九
戸
以
下
の
も
の　

一
万
千
百
円

　
　

ホ　

二
十
戸
以
上
二
十
九
戸
以
下
の
も
の　

一
万
千
七
百
円

　
　

ヘ　

三
十
戸
以
上
三
十
九
戸
以
下
の
も
の　

一
万
二
千
四
百
円

　
　

ト　

四
十
戸
以
上
四
十
九
戸
以
下
の
も
の　

一
万
三
千
百
円

　
　

チ　

五
十
戸
以
上
九
十
九
戸
以
下
の
も
の　

一
万
五
千
三
百
円

　
　

リ　

百
戸
以
上
の
も
の　

一
万
九
千
四
百
円

　

九
十
の
四　

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
事
業
の
登
録
事
項
の
変
更
（
同
法
第
八
条
に
規
定
す
る
住
宅
確
保

要
配
慮
者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
の
住
戸
を
加
え
た
も
の
に
限
る
。
）
の
登
録
に
係
る
審
査　

次
に
掲
げ
る
加
え
た

住
戸
の
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

　
　

イ　

四
戸
以
下
の
も
の　

千
五
百
円

　
　

ロ　

五
戸
以
上
九
戸
以
下
の
も
の　

三
千
二
百
円

　
　

ハ　

十
戸
以
上
十
九
戸
以
下
の
も
の　

四
千
九
百
円

　
　

ニ　

二
十
戸
以
上
二
十
九
戸
以
下
の
も
の　

五
千
五
百
円

　
　

ホ　

三
十
戸
以
上
三
十
九
戸
以
下
の
も
の　

六
千
二
百
円

　
　

ヘ　

四
十
戸
以
上
四
十
九
戸
以
下
の
も
の　

六
千
九
百
円

　
　

ト　

五
十
戸
以
上
九
十
九
戸
以
下
の
も
の　

九
千
百
円

　
　

チ　

百
戸
以
上
の
も
の　

一
万
三
千
二
百
円

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
六
十
六
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
解
　
説
）

◎　

岡
山
県
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　

国
家
公
務
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
改
正
に
鑑
み
、
東
日
本
大
震
災
以
外
の
特
定
大
規
模
災
害
等
に
対
処
す
る
た
め

の
作
業
に
従
事
し
た
職
員
に
対
し
て
、
国
家
公
務
員
に
準
じ
て
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
等
所
要
の

改
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

◎　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
非
常
勤
職
員
が
そ
の
養
育
す
る
子
が
二
歳
に

達
す
る
日
ま
で
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
定
め
る
等
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

◎　

農
村
地
域
工
業
等
導
入
指
定
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　

農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
法
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
農
村
地
域
工
業
等
導
入
指
定
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例

に
関
す
る
条
例
を
廃
止
し
た
も
の
で
あ
る
。

◎　

岡
山
県
産
業
労
働
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　

旅
行
業
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
の
登
録
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
、
当
該
登
録

の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
等
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

◎　

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

 
 

　

土
地
改
良
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

◎　

岡
山
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

 
 
 
 

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
よ
り
住
宅
確
保
要
配
慮

者
円
滑
入
居
賃
貸
住
宅
事
業
の
登
録
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
、
当
該
登
録
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
係

る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
等
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。


